
　 ≪H27.9.30以前（消費税法改正前）≫

インターネット宿泊予約サービスに対する支払手数料

インターネット宿泊予約サービスを行う事業者の所在地は？

≪H27.10.1以後（消費税法改正後）≫

(注) 平成28年度の消費税法の改正により、平成29年1月1日以後は、国内の宿泊事業者の方の国外支店（国外にあるホテル等）が、国外

事業者から受けるインターネット宿泊予約サービスのうち、国外における役務の提供にのみ要するものは、国外取引となりました。
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